
農
政
部

商
工
労
働
部(
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
を
除
く
。)

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部(

美
術
館
、
現
代
陶
芸
美
術
館
、
図
書
館
、
博
物

館
及
び
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
を
除
く
。)

危
機
管
理
部

清
流
の
国
推
進
部

総
務
部

知
事
直
轄
組
織

区

分

号

外

五�
令

和

二

年

四

月

一

日
七
二
〇
人

三
四
三
人

八
七
四
人

二
六
三
人

六
四
人

一
一
五
人

四
三
六
人

三
二
人

定

数

目

次

規

則

○
岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

環
境
管
理
課)

二

○
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

二

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

三

告

示

○
岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法

人
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

行
政
管
理
課)

三

○
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が

定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

三

○
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
の
目
的
外
使
用
料
の
徴
収
事
務

の
委
託

(

産
業
技
術
課)
四

○
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定

(

道
路
維
持
課)
四

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教

職

員

課)

五

規

則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
二
号

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
一
条
関
係)

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
四
月
一
日



合

計

計

都
市
建
築
部(

企
業
会
計
職
員
に
限
る
。)

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学

高
山
陣
屋
管
理
事
務
所

博
物
館

図
書
館

現
代
陶
芸
美
術
館

美
術
館

計

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部(

企
業
会
計
職
員
を
除
く
。)

県
土
整
備
部

林
政
部

四
、
〇
一
七
人

一
六
七
人

六
三
人

二
九
人
四
人

一
八
人

二
八
人

一
〇
人

一
五
人

三
、
八
五
〇
人

三
一
人

一
五
六
人

五
九
〇
人

二
二
六
人

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
項
第
一
号
中｢

ゴ
ル
フ
場
で
使
用
さ
れ
る
農
薬
に
よ
る
水
質
汚
濁
の
防
止
及
び
水
産
動
植

物
被
害
の
防
止
に
係
る
指
導
指
針(

平
成
二
十
九
年
三
月
九
日
付
け
環
水
大
土
発
第
一
七
〇
三
〇
九
一

号
環
境
省
水
・
大
気
環
境
局
長
通
知)｣

を｢

ゴ
ル
フ
場
で
使
用
さ
れ
る
農
薬
に
よ
る
水
質
汚
濁
の
防

止
及
び
水
域
の
生
活
環
境
動
植
物
の
被
害
防
止
に
係
る
指
導
指
針(

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
付
け
環

水
大
土
発
第
二
〇
〇
三
二
七
一
号
環
境
省
水
・
大
気
環
境
局
長
通
知)｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

排
出
水
処
理
施
設
は
、｣

を｢

排
出
水
処
理
施
設
を｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
四
号

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中｢記

載
す
る
｣

を｢記
載
｡
｣

に
、｢除

く
｣

を｢除
く
｡
｣

に
、｢囲

む
｣

を｢囲
む
｡
｣

に
、｢躁

状
態
｣

を｢躁 そ
う状
態
｣

に
、｢覚

せ
い
剤
｣

を｢覚
醒
剤
｣

に
、｢す

る
こ
と
｣

を｢す
る
こ
と
｡
｣

に
、｢判

断
す
る
)
｣

を
、｢判

断
す
る
｡)
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
二
十
号
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
別
記
第
二
十
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )２



県
道

道
路
の
種
類

芋

島

鵜

沼
線

路
線
名

各
務
原
市
前
渡
西
町(

市
道
交
点)

か
ら

各
務
原
市
前
渡
西
町(

市
道
交
点)

ま
で

各
務
原
市
下
中
屋
町(

県
道
一
宮
各
務
原
線
交
点)

か
ら

各
務
原
市
大
佐
野
町(

市
道
交
点)

ま
で

占

有

を

制

限

す

る

区

域

備

考

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

｢躁
状
態
｣

を｢躁 そ
う状
態
｣

に
、｢覚

せ
い
剤
｣

を｢覚
醒
剤
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣
と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後

の
別
記
第
四
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
三
号

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
三
年

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
四
号

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
法
人
に
関
す
る
告
示(

平

成
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
体
育
協
会｣

を｢

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
の

目
的
外
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
県
営
住
宅
ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ

に
係
る
指
定
管
理
者
で
あ
る
伊
藤
忠
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
の
目
的
外
使
用
料
の
徴
収
事
務
委
託
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十

七
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占

用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
二
年
四
月
一
日教

育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事
務
局
一
般

各
教
育
機
関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中｢

の
管
理
調
整
監｣

の
下
に｢

及
び
事
務
局
組
織
規
則
第
八
条
の
四
の
二
の
管

理
指
導
監｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
二
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

臨
時
的
任
用
職
員
及
び
非
常
勤
の
職
員｣

を

｢

会
計
年
度
任
用
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
任
期
付
職
員｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と

し
、
同
表
八
の
項
第
一
号
中｢

使
用
許
可(｣

を｢

目
的
外
使
用
の
許
可(｣

に
改
め
、｢

又
は
使
用

許
可
の
取
消
し｣

を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２

前
号
の
許
可
の
取
消
し

別
表
第
三
一
の
項
第
一
号
中｢

県
費
負
担
教
職
員
の
う
ち
臨
時
的
任
用
職
員｣

を｢

会
計
年
度
任
用

職
員｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

非
常
勤
講
師｣

を｢

県
費
負
担
教
職
員
の
う
ち
臨
時
的
任
用
職
員

及
び
任
期
付
職
員｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
一
の
項
第
一
号
中｢

非
常
勤
講
師｣

を｢

会
計
年
度
任
用
職
員｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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